
様式第１号 

 

公益財団法人埼玉県下水道公社物品調達一般競争入札公告 

 

積算システム利用契約について、下記のとおり一般競争入札を行うので、公益財団法人

埼玉県下水道公社物品調達一般競争入札執行要領（以下「要領」という。）第３条の規定

に基づき公告する。 

なお、本公告に記載のない事項については、要領の規定によるものとする。 

 

令和８年６月１８日 

 

 

公益財団法人埼玉県下水道公社  

理事長  武井 裕之      

 

 

記 

１ 概要等 

（１）入札対象 

ア 件 名  積算システム利用契約 

イ 利用場所 公益財団法人埼玉県下水道公社 本社（さいたま市桜区田島地内） 

ウ 利用対象 積算システムの利用（３ライセンス）及び維持保守 

エ  契約期間 契約日から令和９年３月３１日（利用開始日：令和８年９月１日） 

（２）入札手続の方法 

要領の規定による。 

 

２ 競争参加資格確認申請書の提出 

入札参加を希望する者は、次により競争参加資格確認申請書、競争入札参加資格等確認

資料を提出すること。 

（１）期 間 

令和８年６月２４日（水）午前１０時００分から 

令和８年６月３０日（火）午後 ４時００分まで（必着） 

（２）受付場所 

公益財団法人埼玉県下水道公社 本社 総務課 

電話 ０４８－８３８－８５８５ 

E-mail master@saitama-swg.or.jp 

持参、郵送又は電子メールにより提出すること。持参以外の提出の場合は、到着し

たかどうかの確認を電話にて行うこと。 

 

mailto:master@saitama-swg.or.jp


３ 入札参加資格の有無の確認 

  要領に基づき、入札執行前に確認する。 

 

４ 入札執行の日時等 

入札執行の日時等は次のとおりとする。ただし変更することがある。この場合は、下水

道公社ホームページ・掲示等で案内する。 

（１）入札日時 

令和８年７月８日（水）午後１時３０分 

（２）入札場所 

公益財団法人埼玉県下水道公社 本社 ３階会議室 

 

５ この物品の入札に参加する者に必要な資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（２）埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第９１条の規定により埼玉県の一般

競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３） 物品買入れ等に係る入札参加資格に関する公示（令和６年埼玉県告示第８３３号）

に基づき、物品の販売（営業品目 大分類：OA 機器・用品、小分類：ソフトウエア）

に係る入札に参加できる資格のＡ等級、Ｂ等級又はＣ等級で登載された者であること。 

（４）公告日から入札日までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基

づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

（５）公告日から入札日までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要領に基づく入

札参加指名除外措置を受けていない者であること。 

（６）公告日から入札日までの期間に、公社の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

に基づく入札参加停止期間中でない者であること。 

（７）埼玉県の電子入札システムで利用可能な電子証明を取得していること。 

 （８）所在地区分及び企業規模区分は問わない。 

 

６ 仕様書等に関する質疑 

仕様書等に関する質疑がある場合は、次のとおり質疑書を提出すること。 

（１）受付期間 

令和８年６月１９日（金）午前１０時００分から 

令和８年６月２４日（水）午後 ３時００分まで 

（２）受付場所 

公益財団法人埼玉県下水道公社 本社 総務課 

電話 ０４８－８３８－８５８５ 

E-mail master@saitama-swg.or.jp 

持参、郵送又は電子メールにより提出すること。持参以外の提出の場合は、到着し

たかどうかの確認を電話にて行うこと。 

（３）質疑に対する回答 

mailto:master@saitama-swg.or.jp


令和８年６月２９日（月）までに質疑書を提出した者に回答するほか、その要旨を

公社ホームページで公表する。 

 

７ 現場説明会 

  開催しない。 

 

８ 入札に関する注意事項 

（１）入札書に記載する金額 

    金額は、契約期間全体の総額とし、消費税及び地方消費税を含まないものとする。

（契約締結時に消費税及び地方消費税を加算する。） 

（２）入札回数 

ア 再度入札は３回まで行うことができる。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

（３）入札の辞退 

    要領第１５条の規定による。 

（４）入札の無効 

    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア 入札者の押印のない入札書による入札 

  イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札 

  ウ 金額の訂正のある入札書による入札 

  エ その他要領第１９条に該当する入札 

（５）その他 

ア 一度提出した入札書を書換え、引換え又は撤回することはできない。 

  イ 落札となるべき同額の入札をした者が２者以上あった場合は、くじにより決定する。 

  ウ 入札に参加する者の数が１者の場合であっても執行する。 

  エ 入札を公正にできないと認められるときは、入札を執行しないことがある。 

 

９ 入札保証金 

  免除する。 

 

10 支払い方法 

適法な請求書を受理した日から３０日以内に当該代金を受注者に支払うものとする。 

 

11  この公告に関する問い合わせ先 

公益財団法人埼玉県下水道公社 本社 総務課・技術課 

電話番号  ０４８－８３８－８５８５ 

ＦＡＸ番号 ０４８－８３８－８５８９ 


